
　様式第２号（第６条関係）

御坊市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆御坊市記入欄

事業区分 個人　・　法人 業　種 農業　・　漁業

御坊市農水産業継続支援クーポン券３ｒｄ交付申請書

記

申　請　日 令和 　　年 　　月 　　日

　御坊市農水産業継続支援クーポン券３ｒｄ（以下、クーポン券）の交付を受けたいので、下記のとおり申請

します。

ふりがな 生年月日

（法人の場合は、代表者の生年月日）申請者氏名

法人の場合は

会社名及び代表者名
年　　月　　日　

住　所

法人の場合は

本社（本店）の所在地

　〒　　　－　　　　　　　。

　　　　御坊市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

連　絡　先 　電話番号：
※日中に連絡可能な電話（携帯電話可）

問①　クーポン券の送付先は、原則、上記の申請者住所（同上にチェック☑）としますが、やむを得ない理由があ

　　る場合は、その他にチェック☑を入れ（　）内に送付先住所とその理由も記載してください。

　　クーポン券送付先住所は、必ず申請者名又は代理人名で郵送が可能な住所としてください。

クーポン券送付先

住　所

（どちらかにチェック☑）

□　同上（申請者住所）

□　その他住所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　その他の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問②　申請要件の確認のため、以下のいずれかの書類の写しを提出して頂きます。

　　申請者が該当する項目にチェック☑をしてください。

証明書類

（どれかにチェック☑）

※写しの添付が必要です。

□　令和６年分　農業・漁業所得の確定申告書の写し

□　令和６年分（令和７年度）市民税・県民税申告書の写し

□　個人事業の開業・廃業等届出書、法人設立届出書、これらに類する書類の

　　写し ※令和７年１月１日から令和７年４月１日までに経営開始(新規・承継等)された場合

【裏面も記入してください。】

受付番号 確認 入力 備　考

７ 〇 〇

御坊市

受付印

御坊 太郎

ごぼう たろう

薗 350 番地 2

644 8686

090（〇〇〇〇）〇〇〇〇

昭和〇 〇 〇

✔

✔

記 入 例

黄色項目欄は全て記入

又はチェック☑をしてください。

農業・漁業を兼業されてい

る方は、どちらか収入の多

い方に〇をしてください。

申請の内容等について、連絡する場合

があるため、必ず、日中に連絡可能な

電話番号を記入してください。

原則、申請者の住所（住民登録されている住

所）としてください。その他住所をチェック☑

される場合は、必要事項を記入してください。

これらの証明書類の写しを提出

できない方、

令和７年１月１日から令和７年

４月１日までに経営開始された

方は、申請書の提出前に事前に

ご相談ください。



　様式第２号（第６条関係）

（申請書裏面）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　上記の者を代理人と認め、御坊市農水産業継続支援クーポン券３ｒｄ

申請 （申請者自署）

　の 交付 を委任します。

申請及び交付

問③　申請者の本人確認のため、以下のいずれかの書類の写しを提出して頂きます。

　　提出する書類の項目にチェック☑をしてください。該当する項目が無い場合は、その他にチェック☑を入れ

　（　）内にその名称を記載してください。（公的機関が発行するもので、本人確認ができるものとします。）

本人確認書類

（どれかにチェック☑）

※写しの添付が必要です。

□　運転免許証　□　パスポート　□　マイナンバーカード

□　年金手帳　　□　その他（　　　　　　　　）

代理人住所
　〒　　　－　　　　　　　。

。

問④　代理申請（交付）を行う場合のみ記入してください。

　　申請者による申請が困難な場合のみ代理申請が可能です。代理可能な方は、同一世帯人（妻・子等）・親族等

　　代理申請の場合は、上記と同様に代理人の本人確認書類も提出してください。

申請者との関係 連　絡　先
　　　　　　（　　　　）

　　　※日中に連絡可能な電話（携帯電話可）

ふりがな
生　年　月　日

代理人氏名
年　　月　　日　

申　請　者　氏　名

誓約・同意事項

（内容確認後チェック☑）

□　下記の事項に「誓約・同意」の上、申請します。

　　※必ず全ての項目について確認し、上記□にチェック☑してください。

・今後も事業を継続します。（概ね1年以上）

・交付申請書及びその他の提出書類において虚偽の内容を申請した場合は、クーポン券

　の返還又は交付されないことについては異存ありません。

・クーポン券は、今後の事業の継続に必要な経費に使用します。また、目的外の使用や

　譲渡、交換、売買等は行いません。

・申請内容の確認のため、市や関係団体等が保有する申請者の個人情報等について確認、

　照会を行うことについて承諾します。

・申請内容の不備等により、交付の決定ができず、令和7年7月31日までに、市が申請者

（代理人も含む）に連絡・確認ができない場合には、市は当該申請が取り下げられたもの

　とみなします。

【最後に記入やチェック☑漏れが無いか、もう一度確認してください。】

✔

✔

黄色項目欄は全て記入

又はチェック☑をしてください。

「申請」「交付」「申請及び交付」

のどれかに〇をしてください。

代理申請の場合、申請者及び代理人

の両方の本人確認書類の写しを提出

して頂きます。場合によっては他の

証明書類の提出を求めます。

橙色項目欄は必要に応じて記入

してください。


